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後期高齢者医療制度

　
病
気
や
ケ
ガ
で
医
師
に
か
か
る
と
き
は
、

自
己
負
担
は
か
か
っ
た
医
療
費
の
１
割
（
現

役
並
み
に
所
得
が
あ
る
方
は
３
割
）
で
医

療
を
受
け
ら
れ
ま
す
。 

   

　
入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
は
、
定
め
ら

れ
た
金
額(

表
１)

を
自
己
負
担
し
て
い
た

だ
き
、
そ
れ
以
外
の
食
事
療
養
費
は
、
広

域
連
合
が
負
担
し
ま
す
。 

   

　
療
養
病
床
に
入
院
し
た
と
き
は
、
定
め

ら
れ
た
食
費
（
表
２
）
と
居
住
費
を
自
己

負
担
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
以
外
は
入
院

時
生
活
療
養
費
と
し
て
、
広
域
連
合
が
負

担
し
ま
す
。 

   

　
医
師
の
指
示
に
よ
る
訪
問
看
護
の
利
用

に
つ
い
て
は
、
医
療
と
同
様
に
１
割
の
自

己
負
担
（
現
役
並
み
に
所
得
が
あ
る
方
は

３
割
負
担
）
で
受
け
ら
れ
ま
す
。 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
対
象
者
の
皆
さ
ん
が
病
気
や
ケ
ガ
で
お
医

者
さ
ん
に
か
か
っ
た
と
き
の
医
療
費
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健
制
度
と

同
様
の
様
々
な
給
付
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

今
回
は
、
そ
の
給
付
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

【表２】食費・居住費の定められた金額

現役並み所得者（課税所得が145万以上）、一般 

一食当た 
りの食費 

一日当たり 
の居住費 

４６０円 

２１０円 

１３０円 

１００円 

３２０円 

３２０円 

３２０円 

無　料 

区分Ⅱ 

区分Ⅰ 

老齢福祉年金受給者 

【表１】入院時食事代の定められた金額（一食当たり）

２６０円 

２１０円 

１６０円 

１００円 

90日までの入院 

過去12カ月で90日を超える入院 
区分Ⅱ（※１） 

区分Ⅰ（※２） 

※１　区分Ⅱ　世帯の全員が住民税非課税の人。（区分Ⅰ以外の人） 

※２　区分Ⅰ　世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除を差し

引いたときに０円となる人。（公的年金等控除額は８０万円として計算します） 

☆区分Ⅰ、Ⅱの適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必

要となります。 

現役並み所得者（課税所得が145万以上）、一般 

　
医
師
の
指
示
で
治
療
用
の
コ
ル
セ
ッ
ト

や
補
装
具
等
を
購
入
し
た
際
、
一
度
全
額

負
担
し
た
も
の
を
療
養
費
と
し
て
申
請
し

て
い
た
だ
く
と
、
９
割
（
ま
た
は
７
割
）

の
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
　 

　
医
師
の
証
明
書
、
コ
ル
セ
ッ
ト
等
補
装

具
の
領
収
書
、
印
鑑
、
金
融
機
関
の
通
帳

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
除
く
） 

   

　
急
病
な
ど
で
保
険
証
を
使
わ
ず
に
医
師

に
か
か
り
、
窓
口
で
全
額
自
己
負
担
し
た

際
、
申
請
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
９
割
（
ま

た
は
７
割
）
の
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。 

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】 

　
全
額
自
己
負
担
し
た
際
の
医
師
の
領
収

書
、
印
鑑
、
金
融
機
関
の
通
帳
（
ゆ
う
ち

ょ
銀
行
除
く
） 

   

　
や
む
を
得
な
い
理
由
で
医
師
が
認
め
た

入
院
、
転
院
な
ど
で
移
送
の
費
用
が
か
か

っ
た
と
き
、
広
域
連
合
が
必
要
と
認
め
た

場
合
に
移
送
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】 

　
移
送
の
際
に
支
払
っ
た
領
収
書
、
印
鑑
、 

金
融
機
関
の
通
帳
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
除
く
） 

   

　
１
カ
月
に
支
払
っ
た
自
己
負
担
額
が
限

度
額
（
表
３
）
を
超
え
た
場
合
、
限
度
額

を
超
え
た
分
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。
一
度
申
請
書
を
提
出
し
て
い

た
だ
く
と
、
該
当
し
た
際
、
自
動
的
に
届

出
さ
れ
た
振
込
希
望
口
座
に
支
給
さ
れ
ま

す
。（
す
で
に
お
住
ま
い
の
市
町
村
に
届

出
さ
れ
て
い
る
方
は
申
請
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。） 

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
　
　 

　
印
鑑
、
金
融
機
関
の
通
帳
（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
除
く
） 

   

　
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
、
葬
儀
を

行
う
方
に
対
し
て
葬
祭
費
５
万
円
が
支
給

さ
れ
ま
す
。 

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
　
　 

　
印
鑑
、
金
融
機
関
の
通
帳
（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
除
く
） 

  

　
１
年
間
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

料
と
医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
合
算
し
て

設
定
さ
れ
た
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
申

請
に
よ
り
超
え
た
分
が
高
額
介
護
合
算
療

養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
（
限
度
額

等
は
決
定
し
た
ら
詳
細
を
掲
載
し
ま
す
） 

後期高齢者医療制度

　制度についてもっと詳しく知りたい方は、秋田県後期高齢者医療広

域連合ホームページ（http://www.akita-kouiki.jp）をご覧ください。 

＜問合せ先＞ 

　　　市役所本所　　保険課　　　　�６２－１１１８ 

　　　保険課　　　（本所窓口）　　�６２－１１１７ 

　　　合川支所　　　市民福祉課　　�７８－２１１３ 

　　　森吉支所　　　市民福祉課　　�７２－３１１５ 

　　　阿仁支所　　　市民福祉課　　�８２－２１１３ 

区　分 

一　般 

現役並み所得者 
（課税所得が145万以上） 

区分Ⅱ 

区分Ⅰ 

自己負担限度額 

（外来分） 

１２，０００円 

４４，４００円 

８，０００円 

８，０００円 

自己負担限度額 

（入院と外来が複数あった場合は合算します） 

４４，４００円 

８０，１００円+（かかった医療費－ 
２６７，０００円）×１％　≪４４，４００円≫ 

２４，６００円 

１５，０００円 

【表３】高額療養費の自己負担限度額基準表

※《　》内の数字は過去１２か月以内に４回以上高額療養費の支給があった場合の、

４回目以降の限度額です。 


